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   見附市企業人材育成支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内事業所の従業員の人材育成を目的として、予算の範囲内

で見附市企業人材育成支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するこ

とについて、見附市補助金等交付規則（昭和３４年見附市規則第５号）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 （１） 市内事業所 見附市内に事務所、店舗、工場その他事業の拠点を置き、

活動する会社又は団体をいう。 

 （２） 従業員 市内事業所に勤務する者をいう。 

 （３） 研修等 業務に必要となる資格、免許又は知識の取得及び研修の受講を

いう。 

（補助対象者等） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の全てに該当する者とする。 

 （１） 人材育成に資することが認められる研修等に従業員を参加させる市内事

業所 

（２） 本市の法人市民税及び固定資産税を滞納していない市内事業所 

２ 補助事業の対象とする従業員の人数は、１回の研修等につき同一の市内事業所

から３人までとする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、次に定める経費とする（合格又は修了した場合に限る。）。 

 （１） 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）に基づく免許又は技能講習



などの受講料 

 （２） 事業所のデジタルトランスフォーメーションに資する研修等の受験料又

は受講料 

（補助金の額） 

第５条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、補助金の額は、前条に掲げ

る補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 （１） 前条第１号 補助対象経費の２分の１以内の額とし、１人当たり３万円

を上限とする。 

 （２） 前条第２号 補助対象経費の３分の２以内の額とし、１人当たり３万円

を上限とする。 

２ 補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる

ものとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、見附市

企業人材育成支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に研修等の概要が確認で

きる資料を添付して市長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付又

は不交付を決定し、見附市企業人材育成支援事業補助金交付（不交付）決定通知

書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

（変更交付申請） 

第８条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」と

いう。）は、申請書の内容に変更が生じた場合は、見附市企業人材育成支援事業

補助金変更交付申請書（様式第３号）に関係書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の申請を承認したときは、見附市企業人材育成支援事業補助金変

更交付決定通知書（様式第４号）により、申請を承認しなかったときは、見附市

企業人材育成支援事業補助金変更不承認通知書（様式第５号）により、当該交付

決定者に通知するものとする。 



（実績報告） 

第９条 交付決定者は、当該研修等の完了後、速やかに見附市企業人材育成支援事

業補助金実績報告書（様式第６号）に次の書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

 （１） 合格又は修了したことを証明する書類の写し 

 （２） 第４条に掲げる経費の領収書等支出証明書類の写し 

 （３） その他市長が必要と認める書類 

（確定通知） 

第１０条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助

金の額を確定し、見附市企業人材育成支援事業補助金確定通知書（様式第７号）

により、交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の取消し） 

第１１条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の

決定を取り消すことができる。 

 （１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

 （２） 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又はこの要綱の規定に違

反したとき。 

 （３） その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたと

き。 

２ 市長は、前項の規定により、取消しの決定をしたときは、見附市企業人材育成

支援事業補助金交付決定取消通知書（様式第８号）により通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補

助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 （１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 （２） その他市長が補助金の返還事由があると認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により、返還を命ずるときは、見附市企業人材育成支援事

業補助金返還通知書（様式第９号）により通知するものとする。 



３ 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに補

助金を返還しなければならない。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 

 


